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山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略骨子（案） 

Ⅰ 総合戦略  

１ 総合戦略の策定について                            

(1) 策定の趣旨 

新たな県づくりの最重要課題である人口減少の克服に向けて、実効性の

ある地方創生の取組を進めていくため、山口県人口ビジョンを踏まえ、本

県の実情に応じた今後「５年間の目標」、「施策の基本的方向」、「具体的な

施策」を定めた総合戦略を策定する。 

(2) 総合戦略の位置づけ 

まち・ひと・しごと創生法第９条に基づく、山口県の「まち・ひと・し

ごと創生」に関する施策についての基本的な計画として位置付ける。 

(3) 総合戦略の期間 

2015年度(平成 27年度)から 2019年度(平成 31年度)までの５年間 

２ 基本的視点～やまぐち元気宣言～                             

 「活力みなぎる山口県」の実現に向けて、「社会減」「自然減」の両面から人

口減少対策に取り組むとともに、人口減少・少子高齢社会が進行する中にあっ

ても、活力ある地域の中で、県民誰もがはつらつと暮らしていくことができる

よう、次のとおり宣言し、地方創生の取組を進めていく。 

～やまぐち元気宣言～ 

○ 「社会減の流れ」を断ち切る！ 

○ 「少子化の流れ」を変える！ 

○ 「住みよい地域社会」を創る！ 

 

３ 政策目標                              

 ３つの基本的視点に沿って、地方創生の取組を戦略的に進めていくため、 

(1) 産業振興による雇用の創出 

(2) 人材の定着・還流・移住の推進 

(3) 結婚・出産・子育て環境の整備 

(4) 持続可能で元気な地域社会の形成 

の４つの政策目標を設定し、具体的な取組を進めていく。 
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４ 施策展開                                 

(1) 産業振興による雇用の創出 

① 産業力の強化 

企業が集う「ものづくり先進県やまぐち」の実現、産業基盤の整備促進による産

業の国際競争力強化 

 

   

② 次世代の産業育成 

全国をリードする医療関連産業の育成・集積、次代を担う環境・エネルギー産業

の育成・集積、水素利活用による産業振興と地域づくり 

 

 

 

 

③ 中堅・中小企業の応援 

きめ細かな創業支援による「創業応援県やまぐち」の推進、ものづくり企業のポ

テンシャルを引き出す支援の強化、地域性・多様性あふれる商業・サービス産業の

振興、ものづくり産業を牽引する人材の育成、足腰の強い建設産業の構築 

 

 

 

 

 

 

④ 元気な農林水産業の育成 

山口の農林水産物「ぶちうま！やまぐち」の販路拡大、農林水産業担い手支援日

本一の実現、需要拡大に対応した生産体制の強化、生産基盤の整備、資源の保全・

有効活用 

 

 

 

 

 

 

▼ 可能性に挑戦し、夢を実現したい女性に対する創業支援 

▼ 中小企業等に対するハンズオン支援体制の整備 

▼ 流通・サービス産業の振興  

▼ 次世代イノベーション人材等の育成             

▼ 建設産業の総合的な人材の確保・育成の支援             等 

 

▼ 大都市圏や海外への県産農林水産物の販路確保 

▼ ６次産業化・農商工連携の一体的な取組強化 

▼ 農林水産業の新規就業者の確保・定着 

▼ 農業水産業における生産基盤の整備                 等 

 

 

▼ 成長が期待される分野への重点的な誘致活動の推進 

▼ 港湾施設の整備促進、山陰道の整備促進、工業用水の安定供給    等 

▼ 「医療関連産業クラスター構想」の推進 

▼ 「環境・エネルギー産業クラスター構想」の推進 

▼ 水素利活用による産業振興の促進                 等 
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⑤ 観光力の強化 

大都市圏への売り込みの強化、国内外に誇れる観光地域づくり等による「やまぐ

ち観光維新」の推進、明治維新１５０年に向けた観光需要の拡大、外国人観光客倍

増に向けた国際観光の推進、文化・スポーツによる地域づくり 

 

 

 

 

 

 

(2) 人材の定着・還流・移住の推進 

① やまぐちへの定着支援 

大学等との連携・協働による定着支援、女性や高校生・大学生等の若者の就職支

援、高齢者・障害者の就労支援 

 

 

 

 

 

② やまぐちへのひとの潮流づくり 

幅広い世代を対象としたＵＪＩターンの推進、研究機関や政府関係機関、企業の

本社機能等の地方移転の促進 

 

 

 

 

 

(3) 結婚・出産・子育て環境の整備 

① 子育てしやすい環境づくり 

「みんなで子育て応援山口県」の推進、妊娠・出産・健やかな成長のための保健

医療サービスの充実、子どもを守る取組の推進、仕事と子育ての両立支援 

 

 

 

 

▼ 東京・大阪営業本部の設置による販路拡大の取組強化 

▼ 全県を挙げた観光振興の機運醸成と推進基盤の構築 

▼ 「維新ブランド」の構築とプロモーションの強化 

▼ 訪日旅行者の受入体制の充実 

▼ スポーツを通じた人材育成と地域の活性化              等 

▼ 社会全体で子ども・子育てを支える「子育て文化の創造」に向けた取組の推進 

▼ 結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援 

▼ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

▼ 周産期・小児医療体制の充実 

▼ 仕事と子育て等の両立に向けた環境づくりの促進           等 

▼ 大学等の魅力向上による県内大学への進学促進 
▼ 大学等の地域貢献の促進 
▼ 大学等が実施する高度産業人材の育成と連携した県内就職の促進  
▼ 県内就職促進に向けた高校から就職活動までの一貫した支援 
▼ 高齢者や障害者の就労支援                     等 

▼ ＵＪＩターンによる就職、起業、生活全般への一元的な支援 

▼ 県外に進学した大学生等を中心としたＵターン就職対策の強化 
▼ 政府関係機関の県内誘致の推進 
▼ 企業の地方拠点強化に向けた取組の促進               等 
 
 
 
    等 
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② 次代を拓く教育の充実 

社会総がかりでの「地域教育力日本一」の取組による確かな学力、豊かな心、健

やかな体の調和のとれた教育の推進、多様な教育ニーズに対応する私学の振興 

 

 

 

 

 

(4) 持続可能で元気な地域社会の形成 

① 暮らしやすいまちづくりの推進 

快適で住みやすいまちづくりの推進、高速交通ネットワークの利用環境の整備 

 

 

 

 

② 中山間地域の元気創出 

「やまぐち元気生活圏」づくりの推進、地域の絆づくりの推進、中山間地域での

ビジネスづくりの推進 

 

 

 

 

③ 安心して暮らせる地域づくり 

医師・看護師等の確保・育成、医療機能の分化・連携の推進、救急医療体制の充

実、地域包括ケアシステムの構築 

 

 

 

④ 地域連携による経済・生活圏の形成 

県と市町の連携強化、市町間の広域連携の促進 

 

 

 

 

▼ 「やまぐち元気生活圏」の形成に向けた地域等の取組に対する支援 

▼ 新たな地域コミュニティ組織づくりの促進 

▼ 都市農山漁村交流の更なる拡大に向けた取組の推進                   等 

▼ やまぐち型地域連携教育の推進 

▼ 「地域協育ネット」による日本一の学校・家庭・地域の絆づくり 

▼ ふるさとやまぐちの心に学ぶ教育の充実 

▼ 子育て支援のための私学助成の充実                  等 

▼ コンパクトなまちづくりの推進 

▼ 空き家対策の推進 

▼ 空港の利便性の向上                          等 

 

 

▼ 県と市町との連携推進体制の整備・充実                等 

 

 

▼ 若手医師、不足診療科医師の確保対策の推進 

▼ 病床機能の明確化、医療機関間の連携の推進、在宅医療の推進      等 
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５ 総合戦略の推進体制等                        

チャレンジプランの進行管理を行う「山口県活力創出推進会議」において、

総合戦略の総合的な進行管理を実施する。 

進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを導入し、重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）による施策の効果検証を実施し、必要に応じてアクションプラン等の

改訂を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 政策目標の数値目標及び施策の効果検証のために設定する重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）については、地域経済分析システム等も踏まえ、今後検討 
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Ⅱ アクションプラン  
 毎年度、施策の効果を検証し、必要に応じた所要の見直し・改訂を実施す

るＰＤＣＡサイクルについて、アクションプランにより実施する。 

 

 １ 柱建て 

   総合戦略の施策ごとに工程表を作成し、アクションプランに記載 

  

２ 記載内容 

  ① 施策名 

   ② 取組内容 

   ③ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

   ④ 工程表 

     工程表には年度ごとの実施内容を記載 

 

 

 

 

① ○○（柱） 
ア） ○○（施策名） 
 【取組内容】 
  ○ ・・・・・・・・・・取組の推進 

  ○ ・・・・・・・・・・の促進 
【ＫＰＩ】 
・・・の人数：・・人（2020年） 

 
【工程表】 

取  組 H27 H28 H29 H30 H31 

 

・・・取組の推進 
     

・・・・の促進 

 

 

 

    

 

記載イメージ 

 

 

・・の実施 

 

 ・・の設置 

 

 

● 

 

● 

 ● 

 

・・の運営 

 

 


